
従
業
員
の
老
後
を
保
障
す
る
公
的
年
金
に
不

安
が
生
じ
て
い
る
。
保
険
料
負
担
が
増
え
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
年
金
額
は
削
減
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
た
め
だ
。
し
か
し
ク
ロ
ス
・
ヘ

ッ
ド
が
提
供
す
る
「
選
択
制
総
合
型
確
定
拠
出

年
金
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
中
小
企
業

で
あ
っ
て
も
従
業
員
の
自
助
努
力
を
促
し
、
老

後
の
不
安
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 問い合わせ先

クロス・ヘッド株式会社（forche）
〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22
 赤坂ツインタワー本館10F
TEL：03-6229-3367
http://www.crosshead.co.jp/dc/

株式会社日本PAS協会（年金くん）
http://www.nenkinkun.jp/

クロス・ヘッド 中
小
企
業
に
朗
報
！

事
業
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、従
業
員
双
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確
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選
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０
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中
小
企
業
に
重
く
の
し
か
か
る
社

会
保
険
料
負
担
。
企
業
と
従
業
員
が

折
半
し
て
負
担
す
る
厚
生
年
金
保
険

料
率
は
、
２
０
１
７
年
ま
で
毎
年

０
・
３
５
４
％
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ

て
18
・
30
％
（
04
年
当
初
は
13
・

58
％
）
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
で
将
来
、
十
分
な
年
金
が
受

け
取
れ
る
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
我
慢
で

き
る
が
、
日
本
Ｐ
Ａ
Ｓ
協
会
の
山
﨑

誠
司
専
務
取
締
役
は
、「
厚
生
年
金
受

給
額
だ
け
で
は
高
齢
者
夫
婦
二
人
世

帯
の
必
要
最
低
限
の
生
活
レ
ベ
ル
さ

え
満
た
せ
な
い
」
と
試
算
す
る
。

公
的
年
金
の
不
足
部
分
を
あ
る
程
度

埋
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
結
果
と

し
て
事
業
者
負
担
と
な
る
社
会
保
険

料
も
軽
減
で
き
る
可
能
性
が
出
て
き

ま
す
（
図
１
）」（
山
﨑
氏
）

　

こ
の
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
で
従

業
員
に
プ
ラ
ス
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

多
く
の
社
員
が
加
入
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
事
業
主
に
も
プ
ラ
ス
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
確
定
拠
出
年
金
の
理
念

と
は
裏
腹
に
中
小
企
業
が
実
際
に
導

入
す
る
と
な
る
と
、
入
り
口
で
つ
ま

ず
く
こ
と
が
多
い
と
、
ク
ロ
ス
・
ヘ

ッ
ド
の
長
正
三
社
長
は
指
摘
す
る
。

「
導
入
時
に
は
規
約
作
成
、
給
与
規

程
や
退
職
金
規
程
、
就
業
規
則
の
再

整
備
、
当
局
へ
の
届
け
出
な
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。
こ

れ
ら
は
運
営
管
理
機
関
と
な
る
金
融

機
関
が
受
注
し
て
対
応
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
少
人
数
で

は
引
き
受
け
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
」

　

従
業
員
何
千
人
の
大
企
業
で
も
社

員
数
人
の
小
企
業
で
も
、
か
か
る
手

間
は
同
じ
で
扱
う
金
額
は
桁
違
い
。

採
算
を
考
え
た
金
融
機
関
が
及
び
腰

に
な
る
の
も
無
理
は
な
い
。
こ
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
ク
ロ
ス
・
ヘ

ッ
ド
は
選
択
制
総
合
型
確
定
拠
出
年

金
制
度
サ
ー
ビ
ス
「
ｆ
ｏ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ

（
フ
ォ
ー
シ
ェ
）」
と
「
年
金
く
ん

（
日
本
Ｐ
Ａ
Ｓ
協
会
名
）」
を
提
供
し

て
い
る
。

　

同
サ
ー
ビ
ス
で
は
ク
ロ
ス
・
ヘ
ッ

ド
が
代
表
企
業
と
な
っ
て
複
数
の
企

業
を
取
り
ま
と
め
、
確
定
拠
出
年
金

に
関
わ
る
事
務
手
続
き
を
担
う
。
そ

の
た
め
に
業
務
処
理
を
迅
速
・
確
実

に
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
税
理

士
、
社
労
士
、
保
険
代
理
店
等
を
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
組
織
化
、
企
業

と
従
業
員
を
き
め
細
か
く
サ
ポ
ー
ト

す
る
と
と
も
に
、
金
融
機
関
の
負
担

を
軽
減
さ
せ
て
少
人
数
で
も
引
き
受

け
ら
れ
る
環
境
を
整
え
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
代
表
企
業
は
個
人

情
報
を
管
理
記
録
す
る
レ
コ
ー
ド
キ

ー
パ
ー
（
記
録
会
社
）
に
、
加
入
者

や
企
業
に
関
す
る
情
報
を
取
り
ま
と

め
て
提
供
。
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
事

業
主
、
人
事
担
当
、
社
員
に
制
度
を

紹
介
し
、
企
業
の
理
解
者
の
立
場
で

運
営
管
理
機
関
と
制
度
の
検
討
、
導

入
手
続
き
を
行
う
。
そ
し
て
制
度
ス

タ
ー
ト
後
も
永
続
的
な
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
こ
と
が
主
な
仕
事
だ
（
図
２
）。

　

確
定
拠
出
年
金
導
入
で
従
業
員
が

受
け
る
メ
リ
ッ
ト
は
三
つ
あ
る
。

①
積
立
（
拠
出
）
時

掛
け
金
に
は
社
会
保
険
料
や
税
金

が
か
か
ら
な
い
。

②
運
用
時

運
用
に
よ
っ
て
得
た
利
息
や
運
用

益
は
非
課
税
（
現
在
課
税
を
凍
結

中
）
と
な
る
。

③
受
取
時

60
歳
以
降
の
受
取
時
に
は
、
一
括

で
も
分
割
で
も
優
遇
課
税
が
受
け

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
社
長
も
役
員
も
、
社
員
と

同
じ
よ
う
に
加
入
で
き
る
の
で
経
営

者
も
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
。

　

と
は
い
え
現
在
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
（
中
退
共
）
に
加
入
し
て
い

る
会
社
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

「
ｆ
ｏ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
・
年
金
く
ん
」
を

導
入
し
て
も
、
中
止
す
る
必
要
は
な

い
。
む
し
ろ
「
お
互
い
の
長
所
を
生

か
し
、
弱
点
を
効
果
的
に
補
完
し
合

え
る
制
度
に
な
る
」
と
長
社
長
は
説

明
す
る
。

「
確
定
拠
出
年
金
は
老
後
の
備
え
と

し
て
は
非
常
に
優
遇
さ
れ
た
制
度
で

す
が
、
現
在
は
中
途
で
解
約
で
き
な

い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方

の
中
退
共
は
効
率
的
な
制
度
と
は
い

え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
員

は
中
途
退
職
時
に
一
時
金
を
受
け
取

れ
ま
す
。
そ
の
た
め
併
用
す
る
こ
と

で
将
来
の
備
え
が
よ
り
強
固
に
な
る

の
で
す
」

　

中
小
企
業
の
社
員
の
老
後
に
対
す

る
自
助
努
力
を
促
し
、
福
利
厚
生
に

関
わ
る
会
社
負
担
を
軽
減
す
る
確
定

拠
出
年
金
制
度
の
導
入
。「
ｆ
ｏ
ｒ
ｃ

ｈ
ｅ
・
年
金
く
ん
」
を
利
用
す
れ
ば
、

そ
れ
が
簡
単
に
実
現
で
き
る
。

　

し
か
も
年
金
保
険
料
は
毎
年
上
が

り
続
け
る
の
に
、
不
足
額
は
拡
大
す

る
一
方
。
例
え
ば
必
要
最
低
限
の
生

活
費
を
月
24
万
２
０
０
０
円
と
見
積

も
る
と
、
今
か
ら
10
年
後
に
受
給
す

る
人
で
毎
月
約
５
万
円
、
30
年
後
に

受
給
す
る
人
で
毎
月
約
９
万
円
の
不

足
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
老
後
資
金

と
し
て
１
０
０
０
万
円
貯
め
た
と
し

て
も
10
年
程
度
で
底
を
突
く
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
企

業
年
金
を
使
っ
た
従
業
員
の
年
金
上

乗
せ
対
策
。
そ
の
一
つ
が
、
主
に
中

小
企
業
の
社
員
の
福
利
厚
生
を
念
頭

に
置
き
、
01
年
の
年
金
制
度
改
正
で

導
入
さ
れ
た
日
本
版
４
０
１
ｋ
と
も

呼
ば
れ
る
「
確
定
拠
出
年
金
制
度
」

だ
。
企
業
が
拠
出
し
た
資
金
を
社
員

自
身
が
自
己
責
任
で
運
用
し
、
厚
生

年
金
の
補
完
に
役
立
て
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
社
員
の
自
助
努
力

で
よ
り
高
い
運
用
成
果
を
残
せ
れ
ば
、

上
乗
せ
効
果
も
よ
り
高
ま
る
。

「
従
業
員
に
報
い
る
た
め
に
確
定
拠

出
年
金
制
度
を
う
ま
く
活
用
す
れ
ば

従
業
員
の
自
助
努
力
で

老
後
生
活
を
豊
か
に

社
長
も
役
員
も
加
入
で
き

中
退
共
と
も
併
存
可
能

確定拠出年金は、個人ごとに明確に区分（自分専用401k専用口座に積み立て）され、事業主拠出の掛け金として給与と見なされない。
そのため、税金や社会保険料の標準報酬の算定対象や課税対象から除外され、事業主と従業員双方にメリットが生じる。
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